
 

 

 

 

男性の育児休業取得応援セミナー（９月・１２月開催）の実施について 

 

企業への育休取得の意向確認の義務化や、男性がより育児休業を取得しやすい制度（産

後パパ育休）の創設等が盛り込まれた「改正育児・介護休業法」が本年４月から施行され

ました。 

県では、男性の育児休業について企業の理解促進を図るため、育児・介護休業法の解説

や、企業が男性育休取得を進めるメリット、先進企業の事例などを交えた具体的な取り組

み方法を紹介するセミナーを開催しています。前回（令和４年７月）開催した同セミナー

には５０社を超える企業が参加し、取り組みへの気づきや参考になったと大変好評を得て

います。 

 

１ 日時・場所 

日時 場所 

令和４年９月１２日（月） 

１４：００～１６：００ 
小松市公会堂 3階大会議室 

令和４年１２月１３日（火） 

１４：００～１６：００ 
石川県地場産業振興センター本館 1階第 7研修室 

２ 開催形式  会場開催＋オンライン開催（Web会議システム「Zoom」を使用） 

※参加者はオンラインまたは会場を選択可能 

３ 対  象  県内企業の従業員（主に経営者・管理職・人事労務担当者の方） 

４ 費  用  無料 

５ 内  容  ＜テーマ＞ 男性の育休取得が組織を変える、これからも選ばれる会

社とは？ 

＜講 師＞ ・徳倉 康之 氏（NPO法人ファザーリング・ジャパン理事） 

      ・石川労働局 

＜構 成＞ ①講  演 

・改正育児・介護休業法の解説 

・男性の育休取得を進めるためのポイント解説 

  （企業における男性育休取得のメリット、先進企業 

の取組事例紹介（課題解決の工夫や効果）など） 

              ②質疑応答 

               ・取り組みを進める上での課題や質問について助言 

※詳細は別添チラシ参照 

＜資料提供＞令和４年８月５日 
健康福祉部少子化対策監室 
子ども政策課長 谷野 
TEL：076-225-1446（直通） 

        4180（内線） 






